
特例制度の対象者  

 

 

 

 

 

 
 

～子どもの予防接種はお済みですか～ 

 ４月からの入園・入学等に備えて、まだ済んでいない予防接種を受けましょう。忘れ

がちな予防接種をいくつかご紹介します。それぞれの予防接種には接種期限があります

ので、計画的に受けましょう。  

麻しん風しん 

 ○第１期：１歳～２歳未満（１回）  

 ○第２期：小学校就学前の１年間（１回）  

  ※令和 2 年度第２期対象者：平成２６年４月２日生～平成２７年４月１日生  

   ⇒令和３年３月３１日までが接種期限です。  

  麻しん風しんは合計２回接種します。１回では十分な免疫ができませんので、必ず

２回接種するようにしましょう。  

日本脳炎 

 ○第１期：生後６か月～７歳６か月未満（３回）  

 ○第２期：９歳～１３歳未満（１回）  

  標準的には、第１期は３歳～５歳、第２期は小学４年生で接種します。また、平成

１７年度～２１年度の積極的勧奨の差し控えにより、接種する機会を逃してしまった

方を対象に、特例制度があります。  

 

 

 ①平成１９年４月１日までに生まれた方  

  ２０歳になるまで、第１期、２期両方の接種を受けることができます。  

 ②平成１９年４月２日～２１年１０月１日までに生まれた方  

  第１期の接種が完了していない方は、第２期の接種期間（９歳～１３歳未満）の  

間に不足回数分を接種することができます。ただし、７歳６か月～９歳未満の間  

は定期接種の対象外となりますのでご注意ください。  

 

二種混合（ジフテリア・破傷風）  

 ○対象年齢：１１歳～１３歳未満（１回）  

  標準的には小学６年生で接種します。幼児期に受けた三種混合（四種混合）ワク

チンの免疫力を高める大事な予防接種です。  

おたふくかぜ（任意接種）  

 ○対象年齢：１歳～小学校就学前の３月３１日まで（１回）  

 （令和３年４月小学校就学予定の方なら、令和 3 年３月３１日まで）  

  １回目の接種費用を無料としています。発病は３歳～６歳が多いので、３歳より

前に接種しましょう。  
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令和２年１１月１日より

新型コロナウイルス感染症の相談体制が変わりました。

新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高まる「５つの場面」に注意して、

感染防止対策を徹底しましょう。


